
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
誘電体基板の上面に高周波半導体素子を収容する凹部を有し、該凹部の開口周辺に線路導
体が形成されるとともに、下面および前記凹部底面に接地導体が形成された配線基板と、
該配線基板上に前記凹部の開口を覆うように取着され、下面周辺部に形成された接続電極
が前記線路導体に当接接続された実装用配線基板と、該実装用配線基板の下面に形成され
た実装電極に導体バンプを介して電気的に接続された高周波半導体素子とを具備する高周
波半導体装置であって、前記実装用配線基板は、前記凹部の開口寸法より大きく、かつ前
記誘電体基板より比誘電率が大きい主誘電体層と、その下面に積層された前記開口寸法よ
り小さく、かつ前記主誘電体層より比誘電率が小さい副誘電体層と、前記主誘電体層の下
面周辺部に形成された前記接続電極から前記主誘電体層および前記副誘電体層間にかけて
形成された実装用線路導体と、該実装用線路導体を前記副誘電体層の下面に形成された前
記実装電極に電気的に接続する貫通導体とから成ることを特徴とする高周波半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はマイクロ波もしくはミリ波を用いた通信機器もしくはセンサ等に使用される高周
波半導体装置に関し、特に高周波半導体素子の実装構造を改善した高周波半導体装置に関
する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来、マイクロ波もしくはミリ波帯において動作する高周波半導体素子を主な回路素子と
する高周波電子回路モジュールにおいては、高周波半導体素子が誘電体基板を用いた高周
波半導体実装基板に実装され、さらに金属シャーシ内にこの高周波半導体実装基板を他の
回路基板等とともに収納する形態であった。
【０００３】
このような高周波半導体実装基板に高周波半導体素子を実装して高周波半導体装置を構成
する従来の形態としては、例えば図８に要部断面図で示すように、下面に接地導体３が、
上面に凹部２ａおよび凹部２ａ開口周辺にかけて線路導体４が形成された誘電体基板２か
ら成る配線基板１に、凹部２ａに実装用配線基板５を収容するように搭載するとともに、
この実装用配線基板５上に高周波半導体素子７を導体バンプ 10によりフリップチップ実装
して高周波半導体素子７の下面等に形成された配線導体９と実装用配線基板５上の実装用
線路導体６とを電気的に接続するとともに、高周波半導体素子７の裏面に形成された接地
導体８とこの高周波半導体素子７が搭載実装される配線基板１もしくは実装用配線基板５
に形成された接地接続用電極としてのダイマウント用ランドパターン（図示せず）とを金
スズ等のろう材（図示せず）により接合し、さらに実装用配線基板５の実装用線路導体６
と外部電気回路としての配線基板１の凹部２ａ開口周辺に形成された線路導体４とを金ワ
イヤ 11等を用いたワイヤボンディングによって電気的に接続するというものが主であった
。
【０００４】
なお、図８において、 12は実装用配線基板５の下面を配線基板１の下面の接地導体３に凹
部２ａの底面を介して電気的に接続するための接地用貫通導体、 13はこの高周波半導体装
置に用いられたメタルシールドである。
【０００５】
しかしながら、高周波半導体素子７の動作周波数が高くなるにつれて接続用のボンディン
グワイヤ 11による寄生特性の影響が顕著になるために、近年は実装用配線基板５の実装用
線路導体６と配線基板１の線路導体４とについても導体バンプを用いて電気的かつ機械的
に接続を行なうフリップチップ実装を採用し、このような寄生特性を抑制することが提唱
されている。
【０００６】
通常、このようなフリップチップ実装は、高周波半導体素子およびこれが搭載される高周
波半導体実装基板におけるそれぞれの入出力用の電極が形成された各主面を対向させ、高
周波半導体素子上の電極とこの電極に対応する実装基板上の電極とを導体バンプにより電
気的に接続する構造を有している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、高周波半導体素子はその表面における配線構造にマイクロストリップ線路
等の線路導体を用いたプレーナ型伝送線路を採用しており、そのインピーダンス設計は半
導体素子単体において最適化されているが、フリップチップ実装を行なった際には、半導
体素子表面の配線部下方に比較的高い比誘電率を有する実装基板の誘電体が配置されるこ
とになるために、配線のインピーダンスが設計値と異なる値になり、所望の回路動作が保
証されなくなってしまうという問題点があった。
【０００８】
また、半導体素子と実装基板とが重なり合う領域においては、線路導体の上下に半導体素
子の誘電体と実装基板の誘電体とが配される構造となるために、インピーダンスを整合さ
せるためには線路導体の線路幅を狭くする必要があるが、このような線路幅の変化は高周
波信号の反射を引き起こす不連続点に相当するため、特に高周波帯域においては信号伝送
特性を劣化させる要因となるという問題点があった。
【０００９】
また、フリップチップ実装は元来高速ディジタル回路素子の実装において実装面積の縮小
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化と不良素子の交換性を向上させる技術として発展してきたが、高周波半導体素子に対し
てベアチップによるフリップチップ実装を行なった際には、機械的強度等の観点から不良
素子の実装後の交換が難しいため、マルチチップモジュールを組み立てた際の良品率を高
めることが困難であるという問題点もあった。
【００１０】
本発明はかかる従来技術の問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的は、高周波半
導体素子の実装後における配線のインピーダンスの変動を抑えるとともに、線路幅の変化
による高周波信号の反射をなくすことができ、さらに実装後の不良素子の交換を容易に行
なうことができる、高周波特性面でも製造工程面でも改善された実装構造を有する高周波
半導体装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明の高周波半導体装置は、誘電体基板の上面に高周波半導体素子を収容する凹部を有
し、この凹部の開口周辺に線路導体が形成されるとともに、下面および前記凹部底面に接
地導体が形成された配線基板と、この配線基板上に前記凹部の開口を覆うように取着され
、下面周辺部に形成された接続電極が前記線路導体に当接接続された実装用配線基板と、
この実装用配線基板の下面に形成された実装電極に導体バンプを介して電気的に接続され
た高周波半導体素子とを具備する高周波半導体装置であって、前記実装用配線基板は、前
記凹部の開口寸法より大きく、かつ前記誘電体基板より比誘電率が大きい主誘電体層と、
その下面に積層された前記開口寸法より小さく、かつ前記主誘電体層より比誘電率が小さ
い副誘電体層と、前記主誘電体層の下面周辺部に形成された前記接続電極から前記主誘電
体層および前記副誘電体層間にかけて形成された実装用線路導体と、この実装用線路導体
を前記副誘電体層の下面に形成された前記実装電極に電気的に接続する貫通導体とから成
ることを特徴とするものである。
【００１２】
本発明の高周波半導体装置によれば、開口周辺に線路導体が形成され、底面に接地導体が
形成された、高周波半導体素子を収容する凹部を有する配線基板に、実装用配線基板にフ
リップチップ実装された高周波半導体素子を、実装用配線基板の実装用線路導体を介して
配線基板の線路導体に電気的に接続するとともに凹部に収容するようにして実装しており
、この実装用配線基板が凹部の開口に取着される比誘電率が大きい主誘電体層とその高周
波半導体素子側に積層された比誘電率が小さい副誘電体層とから成ることから、高周波半
導体素子の内部および／または表面に形成された配線部の上方には従来の実装基板に比べ
て低い比誘電率を有する誘電体を配置できるために、フリップチップ実装を行なった際の
高周波半導体素子における配線本来のインピーダンス設計からのインピーダンスのずれ量
を低く抑えることができ、従来のように、高周波半導体素子の配線部の下方に比較的高い
比誘電率を有する誘電体が配置されることになるために配線のインピーダンスが設計値と
異なる値になり所望の回路動作が保証されない場合と比較して、高周波半導体素子の特性
について本来の設計値を保証することができるものとなる。
【００１３】
また、実装用配線基板における内層配線の線路導体の線路幅は、主誘電体層および副誘電
体層の層厚みならびに副誘電体層の表面から配線基板に形成された凹部底面の接地導体ま
での距離を用いることにより、インピーダンス設計における自由度が増すこととなる。そ
の結果、線路導体の線路幅の変化量を極めて小さく抑えることが可能となり、高周波信号
の反射を引き起こすような不連続点に相当する部分をなくすことができ、信号伝送特性を
劣化させることがなくなるので、高周波信号に対する良好な伝送特性を有する高周波半導
体装置となる。
【００１４】
さらに、高周波半導体素子を機械的強度の高い実装用配線基板に実装した上でこの実装用
配線基板を配線基板に実装することから、実装後に不良素子が発生した場合にもこの実装
用配線基板を交換すればよいため、従来のようなベアチップ実装により実装後の不良素子
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の交換が困難な実装構造のものと比較して、マルチチップモジュールを構成した場合に全
体の良品率を向上させることが容易に達成できるものとなる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の高周波半導体装置について説明する。
【００１６】
図１は本発明の高周波半導体装置の実施の形態の一例を示す断面図、図２はその要部拡大
断面図である。また、図３は図２のＡ－Ａ’線における要部断面図、図４は図２のＢ－Ｂ
’線における要部断面図、図５は図２のＣ－Ｃ’線における要部断面図である。
【００１７】
これらの図において、 21は配線基板であり、誘電体基板 22の上面に高周波半導体素子を収
容する凹部 22ａを有し、この凹部 22ａの開口周辺に線路導体 24が形成されるとともに、下
面および凹部 22ａ底面に接地導体 23および 23ａが形成されている。
【００１８】
25は実装用配線基板であり、配線基板 21の凹部 22ａの開口寸法より大きく、かつ誘電体基
板 22より比誘電率が大きい主誘電体層 26と、その下面に積層された凹部 22ａの開口寸法よ
り小さく、かつ主誘電体層 26より比誘電率が小さい副誘電体層 27と、主誘電体層 26の下面
周辺部に形成された接続電極 28ａから主誘電体層 26および副誘電体層 27間にかけて形成さ
れた実装用線路導体 28と、この実装用線路導体 28を副誘電体層 27の下面に形成された実装
電極 30ａに電気的に接続する貫通導体 30とから成り、配線基板 21上に凹部 22ａの開口を覆
うように取着され、主誘電体層 26の下面周辺部に形成された接続電極 28ａが線路導体 24に
当接接続されている。
【００１９】
31は高周波半導体素子であり、実装用配線基板 25の副誘電体層 27の下面に形成された実装
電極 30ａに導体バンプ 34を介して端子電極（図示せず）が電気的に接続されている。 32は
高周波半導体素子 31の上面に形成された配線部としての配線導体、 33は高周波半導体素子
31の下面に形成された素子接地導体である。
【００２０】
なお、 29は実装用配線基板 25の主誘電体層 26と副誘電体層 27との間で実装用線路導体 28と
同一面に形成された実装用同一面接地導体であり、この実装用同一面接地導体 29と実装用
線路導体 28とでコプレーナ線路を構成している。また、この実装用同一面接地導体 29は配
線基板 21の上面において線路導体 24と同一面に形成された同一面接地導体（図示せず）と
電気的に接続されることによって、配線基板 21から実装用配線基板 25にかけてコプレーナ
線路で接続された高周波回路が構成されることとなる。
【００２１】
35は配線基板 21の下面の接地導体 23と凹部 22ａ底面の接地導体 23ａとを電気的に接続する
ための接地用貫通導体である。 36は必要に応じて配線基板 21に搭載実装された実装用配線
基板 25を覆うように配線基板 21に取着される蓋体であり、ここではメタルシールドである
。 37は線路導体 24と接続電極 28ａとを電気的に接続するための例えば半田である。そして
、 38は凹部 22ａ内あるいは配線基板 21および実装用配線基板 25と蓋体 36との間に存在する
空気層を示している。
【００２２】
このような構成により、本発明の高周波半導体装置は、上面に端子電極を有する高周波半
導体素子 31と、この高周波半導体素子 31の端子電極に対応してフリップチップ実装を行な
うための実装電極 30ａおよび外部電気回路としての配線基板 21との入出力用の接続電極 28
ａを有する実装用配線基板 25と、この接続電極 28ａに対応して実装を行なうための線路導
体 24を有するとともにフリップチップ実装された高周波半導体素子 31および実装用配線基
板 25の一部（副誘電体層 27の部分）を収納するための凹部 22ａを有する配線基板 21とから
成る実装構造を有し、実装用配線基板 25は比誘電率の異なる主誘電体層 26と副誘電体層 27
とを積層した多層構造を有しており、その基体となる主誘電体層 26の露出面（上面）には
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接地導体が形成されておらず、主誘電体層 26の比誘電率が配線基板 21を構成する誘電体基
板 22の比誘電率および副誘電体層 27の比誘電率よりも大きく、主誘電体層 26の寸法が配線
基板 21の誘電体基板 22に設けられた凹部 22ａの開口寸法よりも大きく、かつ副誘電体層 27
の寸法が凹部 22ａの開口寸法よりも小さく形成されており、高周波半導体素子 31とのフリ
ップチップ実装用の実装電極 30ａはこの副誘電体層 27の表面（下面）に形成されており、
配線基板 21との接続電極 28ａは主誘電体層 26の下面周辺部において副誘電体層 27が積層さ
れていない領域に形成されており、接続電極 28ａ間の配線は主誘電体層 26と副誘電体層 27
との界面に形成された実装用線路導体 28および副誘電体層 27内に形成された貫通導体 30か
ら成り、実装用配線基板 25副誘電体層 27およびこの副誘電体層 27の下面にフリップチップ
実装された高周波半導体素子 31を配線基板 21に設けられた凹部 22ａに収容しつつ配線基板
21と実装用配線基板 25との対応する電極同士を接続する構成を有している。
【００２３】
このような構成の本発明の高周波半導体装置において、実装用配線基板 25を形成する主誘
電体層 26および副誘電体層 27は、いずれも単一の誘電体材料から成る単層のものであって
もよく、それぞれ複数の誘電体層を積層して所望の比誘電率やその他の特性となるように
した多層構成のものであってもよい。このような主誘電体層 26および副誘電体層 27として
は、例えば主誘電体層 26には酸化アルミニウム質焼結体や窒化アルミニウム質焼結体等の
セラミックス材料を用い、副誘電体層 27にはポリイミドやポリテトラフルオロエチレン（
ＰＴＦＥ）・ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）等の誘電体樹脂材料を用いればよい。
【００２４】
そして、主誘電体層 26を誘電体基板 22より比誘電率が大きいものとし、一方、副誘電体層
27を主誘電体層 26よりも比誘電率が小さいものとする場合には、例えばこれらを形成する
実用的な誘電体材料から比誘電率が２前後の小さいもの、４～６程度のもの、８以上の大
きいものを選択し、これらの誘電体材料を比誘電率の大きさに応じて適宜組み合わせて使
用するようにすればよい。その際、誘電体基板 22の比誘電率と副誘電体層 27の比誘電率と
は、それぞれ主誘電体層 26よりも小さいものであれば、同等の比誘電率のものを用いても
、異なる比誘電率のものを用いてもよく、高周波半導体装置の仕様に応じてそれぞれの材
料を適宜選択すればよい。
【００２５】
また、主誘電体層 26の寸法を凹部 22ａの開口寸法よりも大きくする場合、概ね開口寸法よ
りもそれぞれ高周波信号の波長の４分の１程度かそれ以下程度で大きいものとすればよく
、副誘電体層 27の寸法を凹部 22ａの開口寸法よりも小さくする場合、実装の工作精度に影
響がない程度で、なるべく開口寸法に近い大きさとすればよい。
【００２６】
なお、配線基板 21を形成する誘電体基板 22についても、主誘電体層 26よりも比誘電率が小
さい誘電体材料であれば実装用配線基板 25と同様の材料を用いればよく、同様に単層とし
ても多層構成としてもよい。
【００２７】
また、配線基板 21の誘電体基板 22の凹部 22ａの底面に形成された接地導体 23ａは、実装用
配線基板 25に形成された線路導体 28および高周波半導体素子 31の上面に形成された配線導
体 32に対して高周波信号に対するグランドとして機能するものである。
【００２８】
この接地導体 23ａを始めとして接地導体 23・線路導体 24・実装用線路導体 28・接続電極 28
ａ・実装用同一面接地導体 29・貫通導体 30・実装電極 30ａ・配線導体 32・素子接地導体 33
・接地用貫通導体 35には、高周波用の導体として使用される種々の導体材料を使用すれば
よく、その形状や寸法等もその仕様に応じて適宜選択すればよい。
【００２９】
また、導体バンプ 34・半田 37にも同様に高周波用の導体バンプおよび実装用の半田として
使用される種々の材料を使用すればよく、メタルシールド等の蓋体 36にも同様に蓋体とし
て使用される種々の材料・形状・寸法等を選択して適用すればよい。
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【００３０】
次に、本発明の高周波半導体装置について具体例を示す。
【００３１】
まず、厚み 200 μｍのアルミナセラミックス（比誘電率 9.6 ）から成る主誘電体層 26上に
実装用線路導体 28としての銅配線および厚み 100 μｍのポリイミド（比誘電率 3.4 ）から
成る副誘電体層 27を薄膜形成し、ポリイミド層表面において高周波半導体素子 31の端子電
極に対応する個所に実装電極 30ａを設け、内層配線となる実装用線路導体 28と貫通導体 30
により接続させて実装用配線基板 25を作製した。
【００３２】
また、厚み 150 μ m のガラスセラミックス（比誘電率 4.8 ）を３層積層し、その内の２層
分をくり抜くことにより、凹部 22ａすなわちキャビティを有する構造の誘電体基板 22から
成る配線基板 21を作製した。なお、この配線基板 21においては３層目の表面に配線基板 21
の配線としての線路導体 24および入出力電極が、また１層目表面すなわち凹部 22ａ底部に
接地導体 23ａが、それぞれ銅ペーストを印刷して誘電体基板 22と同時焼成することにより
厚膜として形成されており、接地導体 23ａは１層目を貫通する接地用貫通導体 35により配
線基板 21の下面の接地導体 23と電気的に接続されて接地をとる構造となっている。
【００３３】
また、配線基板 21において、３層目の表面から上方 300 μｍの位置には、配線基板 21全体
を被覆するメタルシールドとしての鉄－ニッケル－コバルト合金から成る蓋体 36を設けた
。
【００３４】
そして、フリップチップ実装の特性評価用として、厚み 100 μｍのガリウムひ素基板に線
路幅 80μｍのマイクロストリップ線路導体を形成し、入出力電極部は信号線路の両端から
各々 70μｍ間隔のところに 80μｍ× 80μｍの接地用電極を有するコプレーナ線路構造とな
っている高周波半導体素子 31としての評価用基板を作製し、高さ 20μｍの金から成る導体
バンプ 34を介して実装用配線基板 25に対してフリップチップ実装を行なった。
【００３５】
また、実装用配線基板 25の副誘電体層 27であるポリイミド層および高周波半導体素子 31と
しての評価用基板を凹部 22ａ内に収容しつつ、主誘電体層 26であるアルミナセラミックス
層において露出している接続電極 28ａと配線基板 21の線路導体 24とを半田 37により接続す
ることにより、本発明の高周波半導体装置における実装構造を実現した。
【００３６】
また一方、比較例として、厚み 200 μｍのアルミナセラミックス基板上に線路幅 200 μｍ
のマイクロストリップ線路および高周波半導体素子 31としての評価用基板の端子電極に対
応する実装電極を有する実装用配線基板を作製し、同一の条件で評価用基板をフリップチ
ップ接続したものを作製した。
【００３７】
上記のような本発明の高周波半導体装置における実装構造によれば、図３に示したＡ－Ａ
’線断面においては、配線基板 21上の線路導体の接続部とそれに対応させて実装用配線基
板 25の主誘電体層 26の下面に形成された接続電極 28ａが半田 37により接合されており、実
装用線路導体 28の線路幅は 80μｍ、実装用線路導体 28と接地導体 23ａとの間隔は 130 μｍ
となる。また図４に示したＢ－Ｂ’線断面は、実装用配線基板 25の主誘電体層 26と副誘電
体層 27との界面に形成された実装線路構造であり、実装用線路導体 28の線路幅は 80μｍ、
実装用線路導体 28と接地導体 23ａとの間隔は 80μｍとなる。
【００３８】
このような本発明の高周波半導体装置におけるＡ－Ａ’線断面構造およびＢ－Ｂ’線断面
構造の反射特性を図６に線図で示す。図６において、横軸は周波数（単位：ＧＨｚ）を、
縦軸は反射係数Ｓ 11（単位：ｄＢ）を表しており、実線で示した特性曲線ＡはＡ－Ａ’線
断面における反射係数Ｓ 11の周波数特性を、破線で示した特性曲線ＢはＢ－Ｂ’線断面に
おける反射係数Ｓ 11の周波数特性を示している。これによれば、いずれの伝送線路構造も
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広帯域にわたって低い反射係数を実現できていることが示されている。すなわち、いずれ
の伝送線路構造においても、インピーダンス整合を取りつつ高周波半導体素子 31の配線導
体 32の線路幅と同程度の線路幅を実現することが可能となっている。これにより、実装用
線路導体 28における線路幅の変化を抑えることが可能となるため、実装構造全体としての
伝送においても良好な伝送特性を実現することが可能となる。
【００３９】
また、図１におけるＣ－Ｃ’線断面構造および高周波半導体素子 31の設計値の伝搬特性を
図７に線図で示す。ここでは、図４に示すＢ－Ｂ’線断面と同様の主誘電体層 26および副
誘電体層 27からなる実装用配線基板 25の下方 20μｍに高周波半導体素子 31としての評価用
基板が配置されている。図７において、横軸は周波数（単位：ＧＨｚ）を、縦軸は伝搬定
数の虚部、すなわち位相定数β（単位：ｒａｄ／ｍ）を表している。実線で示した特性曲
線Ｃは、評価用基板の直上に評価用基板と副誘電体層 27との間の空気層・副誘電体層 27・
主誘電体層 26・空気層 38が分布しているが、主誘電体層 26の下面に積層した副誘電体層 27
に比誘電率の比較的低い材料を選択しているために、図７に示されるように、破線で示し
た特性曲線Ｄで示される高周波半導体素子の特性では位相特性にほとんど変化は見られな
かった。
【００４０】
また、図１は本発明の高周波半導体装置の全体図を示す断面図であるが、図２からも明ら
かなように、高周波半導体素子 31は各々実装用配線基板 25にフリップチップ実装されてい
るために、ある高周波半導体素子 31が不良であることが実装後に判明した場合においても
、配線基板１および実装用配線基板 13の主誘電体層 26には、高周波半導体素子 31に比べて
機械的強度が強い材料を選択することができ、その結果、製造における樹脂の選択の自由
度を高めるとともに、実装用配線基板 13毎に交換することが可能となり、半導体装置全体
としての良品率をも向上させることが可能となる。
【００４１】
なお、以上はあくまで本発明の実施の形態の例示であって、本発明はこれらに限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更や改良を加えることは何ら差
し支えない。
【００４２】
【発明の効果】
以上のように、本発明の高周波半導体装置によれば、開口周辺に線路導体が形成され、底
面に接地導体が形成された、高周波半導体素子を収容する凹部を有する配線基板に、実装
用配線基板にフリップチップ実装された高周波半導体素子を、実装用配線基板の実装用線
路導体を介して配線基板の線路導体に電気的に接続するとともに凹部に収容するようにし
て実装しており、この実装用配線基板が凹部の開口に取着される比誘電率が大きい主誘電
体層とその高周波半導体素子側に積層された比誘電率が小さい副誘電体層とから成ること
から、高周波半導体素子の内部および／または表面に形成された配線部の上方には従来の
実装基板に比べて低い比誘電率を有する誘電体を配置できるために、フリップチップ実装
を行なった際の高周波半導体素子における配線本来のインピーダンス設計からのインピー
ダンスのずれ量を低く抑えることができ、従来のように、高周波半導体素子の配線部の下
方に比較的高い比誘電率を有する誘電体が配置されることになるために配線のインピーダ
ンスが設計値と異なる値になり所望の回路動作が保証されない場合と比較して、高周波半
導体素子の特性について本来の設計値を保証することができるものとなる。
【００４３】
また、実装用配線基板における内層配線の線路導体の線路幅は、主誘電体層および副誘電
体層の層厚みならびに副誘電体層の表面から配線基板に形成された凹部底面の接地導体ま
での距離を用いることにより、インピーダンス設計における自由度が増すこととなる。そ
の結果、線路導体の線路幅の変化量を極めて小さく抑えることが可能となり、高周波信号
の反射を引き起こすような不連続点に相当する部分をなくすことができ、信号伝送特性を
劣化させることがなくなるので、高周波信号に対する良好な伝送特性を有する高周波半導
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体装置となる。
【００４４】
さらに、高周波半導体素子を機械的強度の高い実装用配線基板に実装した上でこの実装用
配線基板を配線基板に実装することから、実装後に不良素子が発生した場合にもこの実装
用配線基板を交換すればよいため、従来のようなベアチップ実装により実装後の不良素子
の交換が困難な実装構造のものと比較して、マルチチップモジュールを構成した場合に全
体の良品率を向上させることが容易に達成できるものとなる。
【００４５】
以上により、本発明によれば、高周波半導体素子の実装後における配線のインピーダンス
の変動を抑えるとともに、線路幅の変化による高周波信号の反射をなくすことができ、さ
らに実装後の不良素子の交換を容易に行なうことができる、高周波特性面でも製造工程面
でも改善された実装構造を有する高周波半導体装置を提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の高周波半導体装置の実施の形態の一例を示す断面図である。
【図２】図１の要部拡大断面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ’線における要部断面図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ’線における要部断面図である。
【図５】図２のＣ－Ｃ’線における要部断面図である。
【図６】本発明の高周波半導体装置におけるＡ－Ａ’線断面構造およびＢ－Ｂ’線断面構
造の反射特性を示す線図である。
【図７】本発明の高周波半導体装置におけるＣ－Ｃ’線断面構造および高周波半導体素子
の位相定数の周波数特性を示す線図である。
【図８】従来の高周波半導体装置の例を示す要部拡大断面図である。
【符号の説明】
21・・・・・配線基板
22・・・・・誘電体基板
22ａ・・・・凹部
23、 23ａ・・接地導体
24・・・・・線路導体
25・・・・・実装用配線基板
26・・・・・主誘電体層
27・・・・・副導体層
28・・・・・実装用線路導体
28ａ・・・・接続電極
30・・・・・貫通導体
34・・・・・導体バンプ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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